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釧路市における企業立地の概要

設備投資資金助成
新設：最大2億円
増設：最大1億円

雇用助成 最大3,000万円

土地取得助成 最大1億円

課税免除
基準年度：100/100
2年目：75/100
3年目：50/100

釧路市を選ぶ理由（Ｐ４～）

ひがし北海道の拠点都市として交通網が発達していることに加え、学校・病院などの
生活インフラが充実しています。約15万人の人口を有しているため、人材確保がしや
すいことも魅力の一つとなっています。
気候面では一年を通して冷涼であり、秋から冬にかけては晴天日が多く、年間日照時間
は全国的にもトップクラスです。
釧路市は暮らしやすく働きやすい街となっています。

補助制度について（Ｐ１６～）

工場や設備の新・増設を行う企業を助成金や課税免除でバックアップする制度があります。

【助成等概要(抜粋)】
各種様式等は右QRコード
からダウンロードしてく
ださい。

用地について（Ｐ１２～）

本冊子(P6-7)に記載の工業団地があるほか、釧路市では、公益社団法人北海道宅地建物
取引業協会釧路支部と連携し、立地を希望する企業様の条件を伺い、市登録の宅建業者
へ一斉照会して、ニーズに合う物件情報を提供しています。
詳しくは右ＱＲコードもしくは産業推進室（巻末問合せ先）
までお問い合わせください。

物流・交通網について（Ｐ１０～）

釧路空港から羽田空港まで1日6往復しており、東京とのアクセスも片道約1.5時間と
良好です。
陸路では、釧路市内から高速道路が伸びており、札幌までの所要時間が4時間程度です。
物流についても、ひがし北海道の拠点として国際バルク戦略港湾に認定されている釧路
港を有するほか、市内から貨物列車も毎日運行しております。

市内事業用物件のご紹介(釧路市HP)



車での移動が便利ですが、公共交通機関

も充実しています。

冬タイヤなど、車の維持費はかかります。

移動

夏はエアコンをほとんど使いません。

冬は氷点下になるため、長期間家を空け

るときは水道凍結に注意が必要です。

住居関係

スギ・ヒノキが自生していないため、

花粉の心配がありません。

北海道の気候的に梅雨がなく、台風も

比較的少ない地域です。

自然環境

大都市圏ほど物価が高くないので、

生活費などの支出額が抑えられます。

釧路空港があるため、東京へのアクセ

スも良好です。

生活環境

人口：151,566人（2025年12月末時点）
面積：1,363.29㎢ ※道内3位・国内7位

釧路市は、北海道の東部、太平洋岸に位置し、

「釧路湿原」「阿寒摩周」の二つの国立公園を

はじめとする雄大な自然に恵まれた街であり、

東北海道の中核・拠点都市として社会・経済・文化

の中心的な機能を担っています。

釧路市について
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7～9月の日最高平均気温は21.5℃。

エアコンはほとんどいりません。

日照時間が全国平均より長いのも特徴です。

気候

冬は寒いですが、道内他地域と比較して

少雪で、晴天が多いことが特徴です。

ただし、路面凍結やブラックアイス

バーンには注意が必要です。

冬の環境



水揚げ量日本一（2023年、2024年）
を誇り、水産資源が豊富です。
また、水産加工業を中心とした食料品
製造業も盛んであり、釧路の基幹産業
となっています。

水産業・食料品製造業

産地限定の「根釧よつ葉牛乳」が生産さ
れているほか、「阿寒ポーク」や牧場で
育てた鹿肉「阿寒もみじ」など、様々な
ブランド肉があります。
また、ほうれん草や白菜などメジャーな
野菜のほか、冷涼な気候を活かしパプリ
カが栽培されています。

酪農業・農業・畜産業

釧路市全体での森林面積は約10万ha、
森林率は74％となっており、樹種は
カラマツとトドマツが多く見られ、
官民連携により地域材としての利活用
が進められています。

林業・木材産業

広大な自然と地域資源にも恵まれており、酪農を主力とする豊か

な農業生産、豊富な森林資源を有する林業、そして国内有数の

水揚げ量を誇る水産業など、日本の食料基地といえる地域です。

その他地域産業

国内唯一の坑内掘炭鉱による石炭産業が
稼働しています。また、石炭・紙パル
プ・食料品製造業等から関連する機械加
工業やメンテナンス業等が集積していま
す。地域の特色を活かし、釧路港経由で
天然ガスが安定供給されているのも強み
の一つです。
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恵まれた地域資源



病院は市立病院や赤十字病院など17院があり、内科や小児科、産婦人科やリハビリ
テーションなど幅広く対応しており、基本的な医療は市内で受けられます。
その他、眼科や整形外科などの医院・診療所が61か所、歯科医院が78か所あります。
（2025.10.1現在）

医療機関

●妊婦支援給付金事業（妊娠時、出産時に各5万円）
＝相談体制の充実及び経済的支援を一体として実施する妊婦のための支援給付

●育児支援家庭訪問事業
＝産後3ヶ月以内の母親で、家族等の援助が得られない家庭に訪問員を派遣し、育児や
家事援助などを行います

●子ども医療費助成
＝0歳から18歳の年度末までのお子さんの保険適用内での通院医療費が無料となります

主な補助制度

市立病院をはじめとした総合病院や医療機関が充実しており、

医療体制が完備されています。

また、認可保育所や幼稚園のほか、子育て支援センターや各種

支援制度も整備されており、子育て世帯の方も安心です。

認可保育所8か所・幼稚園6園
認定こども園34園
児童発達支援センター 1か所
子育て支援拠点センター５か所 など

０歳～就学前

小学校24校
中学校13校
義務教育学校3校
児童館・児童センター21か所 など

小学校～中学校

高等学校8校（理数科、普通科、工業系、商業系）
専修学校6校（看護、介護、理容、美容）
釧路工業高等専門学校（情報・機械・電気・電子・建築）
釧路短期大学（生活科学・幼児教育）※2025年で学生募集停止
北海道教育大学教育学部釧路校（地域教育）、釧路公立大学（経済・経営）

高校～専門学校・大学
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子育て環境

子どもの遊び場や支援センター、相談機関が充実しており、安心して子育てすること
ができます。
また、小学校から専門学校・大学まで、釧路市内で全てのステージの教育を受けるこ
とができます。

生活環境



ライオンやキリン、サルなど定番の動物たち
のほか、フクロウやエゾシカ、タンチョウ
なども見ることができます。
また、園内には遊園地やバーベキュー
コーナー、徒歩圏内に山花温泉もあります。

釧路市内には動物園やスポーツ施設、文化施設などのレジャー

スポットがあります。また、スーパーも市内各地に約30店舗

あり、24時間営業のスーパーもありますので、生活に合わせた

買い物ができます。

釧路市動物園

ほとんどの公園に駐車場があります。大型
遊具や噴水、バーベキューコーナー（要予
約）が併設されている公園もあるなど、
自然に触れる充実した一日が過ごせます。

鳥取10号公園（鳥取ドーム） 緑ヶ岡公園バーベキューコーナー

公園

こども遊学館

博物館

図書館

運動・文化施設

図書館や博物館、湿原展望台などの文化施
設のほか、トレーニングルームやお子様が
遊べるスペースなども整備されているス
ポーツ施設（ウインドヒルくしろスーパー
アリーナ）などがあります。

ウインドヒルくしろスーパーアリーナ

豊富な水産物を活かした勝手丼や炉端焼き、
さんまんまは釧路名物として親しまれてい
るほか、釧路発祥のスパカツや緑色の蕎麦
なども有名です。

地域資源を活かした食文化
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おでかけスポット



工業技術センターや釧路高専地域共同テクノセンターなど、

様々な産業支援機関があり、産学官連携により地域産業を支援

しています。

●北海道立総合研究機構釧路水産試験場(サンマ等の資源管理に関する調査研究機関)

●国立研究開発法人水産研究･教育機構北海道区水産研究所(サケ・マスに関する研究機関)

その他機関

●釧路市企業立地促進条例補助金（詳細はP16～）
●大型空き店舗等活用支援事業（最大1,000万円）
～中心市街地に位置する大型空き店舗等の購入費、賃貸料の一部補助

●空き店舗等活用促進事業（最大50万円）
～空き店舗等に出店するための店舗改装費、広告宣伝費の一部補助

●UIJターン就職マッチング
～UIJターン就職希望者と企業との就職マッチングをワンストップでサポート など

市補助制度

釧路工業技術センター

地域産業発展への寄与を目的とし、企業の技術向上、技術的課題
解決に係る支援業務を担っています。

【問合せ先】
〒084-0905 釧路市鳥取南7丁目2番23号
TEL:0154-55-5121

釧路高専地域共同テクノセンター

共同研究・技術相談等により、地域産業の振興や企業の新製品開
発支援等を担っています。

【問合せ先】
〒084-0916 釧路市大楽毛2丁目32番1号
TEL:0154-57-7203

釧路市水産加工振興センター

商品開発支援、検査・分析、加工機器の開放等により、水産物の
高度利用と地場特産品の生産を促進を担っています。

【問合せ先】
〒084-0905 釧路市浜町3番18号(釧路市役所水産課）
TEL:0154-22-0191
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ビジネス環境



ビジネスサポートセンターや釧路地域DX推進協会など、経営

課題の解決や販路開拓等の支援を行う機関も充実しています。

また、ひがし北海道の拠点都市として、政府機関や金融機関も

集積しています。

●日本銀行釧路支店 ●函館税関釧路税関支署 ●札幌出入国在留管理局釧路港出張所
●釧路地方法務局 ●札幌国税局釧路税務署 ●各省庁の出先機関(合同庁舎) など

政府機関

金融機関

●銀行：北海道銀行、北洋銀行、北陸銀行、ゆうちょ銀行、北海道労働金庫
●信用金庫：釧路信用金庫、大地みらい信用金庫、北見信用金庫、網走信用金庫
●信用組合：釧路信用組合
●証券会社：野村證券、大和証券
●その他：日本政策投資銀行、日本政策金融公庫

釧路ビジネスサポートセンター k-Biz

販路開拓・拡大、情報発信・HP制作等、ビジネスに関連した
相談業務等を担っています。

【問合せ先】
〒085-0015 釧路市北大通4丁目1番1号北大通4丁目ビル2F
TEL:0154-68-5624

一般社団法人 釧路地域ＤＸ推進協会

地域におけるDX推進支援やDX人材育成支援など、地域全体
のデジタル技術利活用による課題解決を担っています。

【問合せ先】
〒084-0905 釧路市鳥取南7丁目2番23号（釧路工業技術センター内）
TEL:0154-55-5121
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海

船種 便数

釧路→日立→釧路 RORO 週７便

釧路→仙台→東京→大阪→東京→仙台→苫小牧→釧路 RORO 週３便

釧路→仙台→東京→名古屋→東京→仙台→苫小牧→釧路 RORO 週１便

釧路→東京→苫小牧→釧路 RORO 週１便

釧路→東京→苫小牧→釧路 RORO 週１便

京浜→十勝→釧路 コンテナ 週１便

船種 便数

釜山～博多～金沢～釧路～苫小牧～石狩～秋田～釜山新港 コンテナ 週１便

釧路港
～国内外と結ばれる24時間フルオープンの物流基地～

・重要港湾・釧路港は、国内外の主要港と結ばれるひがし北海道の物流基地。
・北米に最も近い優位性を活かした輸出入が盛ん。
・CIQ体制(税関・出入口管理・検疫)が整備された国際物流港湾。
・ひがし北海道唯一の水深14ｍ岸壁(西港区第４埠頭)で大型船も対応可能。
・2009年(平成21年)にはガントリークレーンを配備した国際コンテナターミナル完成。
・2011年(平成23年)に国際バルク戦略港湾(穀物)に選定され、2018年(平成30年)に施設が完成。

外航定期航路

内航定期航路
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釧路市の物流ネットワーク



JR 車

釧路ー札幌 約4時間 約4時間

釧路ー苫小牧 約4時間 約4時間

陸 高速道路
～釧路⇔札幌が高速道路で直結～

・道央圏へ直通する高速道路が釧路市内まで到達。
・札幌・苫小牧港・帯広方面へのアクセスが向上。
・釧路市中心部(釧路西IC、釧路中央IC)まで高速道路が延伸された。

陸 JR新富士駅
～渋滞知らずの鉄道コンテナで本州・四国・九州へ～

・釧路(新富士駅)から貨物列車が毎日出発。
・工業団地からも近くて便利。

空 釧路空港
～降雪量の少なさと万全の霧対策による高い就航率～

・降雪量が少なく、釧路ー羽田線においては雪で欠航になることはほとんどない。
・高性能計器着陸システムにより濃霧の中でも安全な離着陸が可能。
これにより高い就航率(2024年95.5％)を誇り、安定した輸送が維持されている。

•釧路 ー 東京（羽田）線
(JAL：3往復、ANA：1往復、AIRDO・ANA
共同運航便：2往復 計6往復）

•釧路 ー 新千歳線（ANA：３往復）
•釧路 ー 丘珠線 （JAL：４往復）
•釧路 ー 関西線 （peach ※季節運航)
•釧路 ー 伊丹線 （ANA※季節運航）
•釧路 ー 中部線 （JAL※季節運航）

●就航路線と所要時間（2025年）
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西港臨海工業団地＜釧路地区＞
～物流の拠点・釧路西港に隣接した工業団地～

所在地 釧路市西港、星が浦南

分譲主体 釧路市

面積
総 面 積：279.9ha
分譲中面積： 3.0ha

アクセス

空港：釧路空港まで約 13 km
港湾：釧路港西港区に隣接
道路：国道38 号まで約 0.25 km

道東自動車道・釧路西IC まで約 5 km
鉄道：JR 新富士駅(貨物取扱駅)まで約 2 km

主な
立地企業

道東飼料株式会社(配合飼料)
ホクレンくみあい飼料株式会社(配合飼料)
全国酪農協同組合連合会(配合飼料)
中部飼料株式会社(配合飼料)
ホクレン肥料株式会社(肥料)
三ツ輪運輸株式会社(港湾運送・倉庫) など

工業団地の位置図

・西港に隣接しており、物流系の業種におすすめ！
・釧路西ICまで約10分！・釧路空港まで約20分！
・貨物取扱駅(新富士駅)まで約5分！

１

１

2
4

3
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釧路市の工業団地のご案内

釧路市では(公社)北海道宅地建物取引業協会釧路支部と連携し、
掲載した工業団地以外でも、事業者様のニーズに合う物件情報
を提供しています。
掲載地以外の用地につきましては、右QRコードもしくは
産業推進室(巻末問合せ先)までお問い合わせください。 市内事業用物件の

ご紹介(釧路市HP)



釧路益浦軽工業団地＜釧路地区＞
～景色最高！市内中心部と高速道路ICに近い軽工業団地～

所在地 釧路市益浦3丁目

分譲主体 太平洋興発株式会社

面積 総面積：10.5ha 分譲中面積：1.5ha

アクセス

空港：釧路空港まで約 25 km
港湾：釧路西港まで約 12 km
道路：道東自動車道・釧路東ICまで約 8 km
鉄道：JR釧路駅まで約 5 km

JR新富士駅(貨物取扱駅)まで約 8 km

主な
立地企業

東光薬品工業株式会社(医薬品製造)
株式会社近海食品(水産加工食品製造)
川島食品株式会社(食肉製品製造) など

布伏内工業団地＜阿寒地区＞
～アクセス良好、高速道路ICに近い工業団地～

所在地 釧路市阿寒町布伏内

分譲主体 釧路市

面積 総面積：16.7ha 分譲中面積：1.5ha

アクセス

空港：釧路空港まで約 21 km
港湾：釧路西港まで約 35 km
道路：国道274 号まで約 0.1 km

道東自動車道・阿寒IC まで約 13 km
鉄道：JR大楽毛駅まで約 28 km

JR新富士駅(貨物取扱駅)まで約 35 km

主な
立地企業

株式会社日本総合施設(廃ケーブル類のリサイクル)

音別工業団地（鉄南団地）＜音別地区＞
～充実した物流アクセスを持つ工業団地～

所在地 釧路市音別町海光1丁目

分譲主体 釧路市

面積 総面積：3.9ha 分譲中面積：1.9ha

アクセス

空港：釧路空港まで約 34 km
港湾：釧路西港まで約 39 km
道路：国道38号まで約 0.1 km

道東自動車道・白糠ICまで約 35 km
鉄道：JR音別駅まで約 0.3 km

JR新富士駅(貨物取扱駅)まで約 41 km

主な
立地企業

株式会社大塚製薬工場(輸液製品製造)
大塚食品株式会社(飲料製造) など

釧路東ICまで約15分！
市内中心部まで約15分！

釧路空港まで20分！
阿寒ICまで約15分！

国道38号に隣接して
おり、道南方面には
市内中心部と比べて
約1時間近い！

2

3

4
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太陽エネルギー２

●日照時間（メッシュ平年値2020） ●最適傾斜角日射量（年平均）

釧路地域は全国的に日照時間が長く、特に冬～春に
かけては晴天が多くなっています。

出典)気象庁ホームページ

発電施設

火力発電所(バイオマス含む)

太陽光発電所(1,000kw以上)

水力発電所

●日照時間（平年値2004～2023年）

出典) 経済産業省エネルギー庁「再生可能エネルギー電子申請サイト」
(2024年8月31日時点)をもとに当室作成

引用元)Google社「Googleマップ」

最適傾斜角日射量(日射量が最大となる傾斜角による
日射量を計算した数値)が北海道内でも上位です。

出典)NEDO「全国日射量マップ」

日照時間は全国平均を上回っており、札幌
市や沖縄県と比べても約200時間ほど日照
時間が長くなっています。
特に冬から秋にかけて長くなる傾向があり、
北海道内他都市と比較して積雪も少なく発
電効率は高くなっています。

14

１

エネルギー

出典)気象庁ホームページ、e-Stat(政府統計)をもとに当室作成

釧路市では、豊かな自然環境を守りつつ本市の脱炭素化を加速
させることを目的に「釧路市再生可能エネルギー基本戦略」を
策定しています。
詳細につきましては、右QRコードからご覧ください。

釧路市再生可能エネルギー基本戦略



釧路地域には多くの教育機関が集積し、優秀な人材の確保が可能。就職者数(高等
学校)のうち釧路市内に就職する割合は約62％であり、採用環境は良好です。

住民基本台帳
（R7.1.1現在）

人口（人）
世帯数

総数 男 女 生産年齢人口

釧路市 154,271 72,445 81,826 85,029 91,270

釧路管内 208,795 98,598 110,197 114,562 120,072

釧路市周辺の町村を合わせた「釧路管内」の人口は約20.9万人、生産年齢人口は
11.5万人であり、働き手も多く人材確保が比較的しやすい地域です。

梅雨や台風の影響が少ないため、降水量が
全国と比較して少なく、大雨や洪水等によ
る洪水の被害が少ないといえます。

年間降水量（2020年）１

圏域人口

地元就職率

落雷頻度は年間1～100回(10年間の平均)と
全国でもトップクラスであり、落雷によって
電気系統に及ぼす被害が少ないといえます。

落雷頻度（2015年～2024年）２

出典)フランクリン・ジャパンホームページ出典)気象庁ホームページ
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リスク分散

人材・労働力

学科等
2024年
卒業生

就職者数

道内 道外 釧路市

高等学校 ８校
理数科、普通科、工業
に関する学科、商業に
関する学科

1,203 369 361
(97.8%)

8
(2.2%)

228
(61.8%)

専修学校 6校
看護、こども環境、
介護環境、理容、美容

171 164 151
(92.1%)

13
(7.9%)

126
(76.8%)

工業高等
専門学校

１校
創造工学、機械工学、
電気工学、電子工学、
建築、情報工学 等

681 580 356
(61.4%)

224
(38.6%)

105
(18.1%)短期大学 １校 生活科学、幼児教育

大学 ２校
地域学校教育、地域・
環境教育、経済 等

合計 18校 2,055 1,113 868
(78.0%)

245
(22.0%)

459
(41.2%)



種類 対象業種 対象要件 補助金等の額 限度額

設備投資
資金助成

・製造業
・ソフトウェア業
・情報処理サービス業
・データセンター
・コールセンター
・リサイクル産業施設
・試験研究施設
・植物工場

新設

・固定資産(土地を除く)の取得価額
：5,000万円以上

・新たに雇用される者：10人以上 固定資産(土地を除く)
の取得価額の
８/100相当額

２億円

・固定資産(土地を除く)の取得価額
：5,000万円以上

・新たに雇用される者：５人以上10人未満
１億円

増設
・固定資産(土地を除く)の取得価額
：3,000万円以上

固定資産(土地を除く)
の取得価額の
４/100相当額

(新たに雇用される者
が5人以上の場合は
8/100相当額)

１億円

阿寒音
別地区
のみ

・旅館業
・観光施設
・特産品開発施設
・教育文化施設
・医療福祉施設
・その他の施設

新設
・固定資産(土地を除く)の取得価額
：5,000万円以上

・新たに雇用される者：５人以上

固定資産(土地を除く)
の取得価額の
８/100相当額

1,000万円

増設
・固定資産(土地を除く)の取得価額
：3,000万円以上

固定資産(土地を除く)
の取得価額の
４/100相当額

(新たに雇用される者
が5人以上の場合は
8/100相当額)

雇用助成

・製造業
・リサイクル産業施設
・植物工場
・電気業(新エネルギー供給
業を除く)

・ガス業
・熱供給業

新設 ・新たに雇用される者：５人以上

新たに雇用される者
１人につき20万円
(特例の場合30万円)

3,000万円

増設
・取得した固定資産(土地を除く)の
基準年度における評価額：3,000万円以上

・新たに雇用される者：５人以上

・ソフトウェア業
・情報処理サービス業
・データセンター
・コールセンター
・試験研究施設

・新たに雇用される者：５人以上

新エネルギー供給業(太陽光
をエネルギー源とするもの
を除く)【新設のみ】

・取得した固定資産の取得価額：10億円以上
・新たに雇用される者：１人以上

阿寒音
別地区
のみ

・旅館業
・観光施設
・その他の施設

・新たに雇用される者：20人以上
新たに雇用される者
１人につき10万円

2,000万円

緑化助成
・製造業 ・電気業
・ガス業 ・熱供給業

・工場立地法第６条第１項の規定による特定工場(敷地面
積9,000㎡以上又は建築面積3,000㎡以上)の届出を要す
るもの

緑化事業に要したと
認められる経費の
25/100相当額

1,000万円

土地取得
助成

・製造業
・ソフトウェア業
・情報処理サービス業
・データセンター
・コールセンター
・リサイクル産業施設
・試験研究施設
・植物工場

市外から
の進出の
場合

・土地を取得し、３年以内に操業等を開始
すること 土地取得価額(事業場

の用に直接供する部分
の建築面積相当分)
の25/100相当額

１億円
市外から
の進出以
外の場合

・土地を取得し、３年以内に操業等を開始
すること

・雇用助成の対象要件を満たすこと

事業所
賃借料助成

コールセンター 新設のみ ・新たに雇用される者：50人以上
事業所賃借料の
１/２相当額を３年間

年500万円

本社機能移転事業所

・新たに雇用される者：30人以上
・事務所又は事業所の面積：300㎡以上
・市外から市内に本社機能を移転することを公表すること
・この条例に基づく他の助成の措置の対象とならないこと

事業所賃借料の
１/２相当額を１年間

通信回線
使用料助成

コールセンター 新設のみ ・新たに雇用される者：50人以上
通信回線使用料の
１/２相当額を３年間

年1,000万円

特別援助
阿寒音
別地区
のみ

上記の全業種
特別援助の申請があった場合で、阿寒・音別地区の産業振
興上特に必要があると認めたとき

・出資又は融資のあっせん
・土地又は建物のあっせん
・市有普通財産の貸付け又は売却
・労働力の確保
・用水の確保
・道路等周辺公共施設の計画的整備
・その他必要な援助

＜助成金＞(R7.4.1現在)
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釧路市の支援制度（釧路市企業立地促進条例に基づく設備投資等の支援）



●課税免除申請の流れ

企
業
の
皆
様

市

課税免除申請
課税免除を受けようとする年
の1月31日まで
※1年目のみならず、

2年目、3年目も申請が必要

課税免除

●
操
業
開
始

種類 対象業種 対象要件 課税免除 対象資産

地域未来
投資促進法
関係

承認地域経済牽引事業
(国による課税特例の
確認を受けたもの)

固定資産(建物・構築物・その敷地の土地)の取得価額：１億円超
(農林漁業関連業種(※１)は5,000万円超)

基準年度100/100
２年目 75/100
３年目 50/100

建物・構築物・
その敷地の土地
(※２)

過疎法
関係

資本金の規模 固定資産(土地を除く)の取得価額

建物・機械装置・
その敷地の土地
(※３)

・製造業
・旅館業

5,000万円以下 500万円以上

5,000万円超１億円以下 1,000万円以上【新設・増設のみ】

１億円超 2,000万円以上【新設・増設のみ】

・農林水産物等販売業
・情報サービス業等

5,000万円以下 500万円以上

5,000万円超 500万円以上【新設・増設のみ】

＜課税の免除＞ ・地域未来投資促進法：地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律
・過疎法：過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

※１ 製造業のうち食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、
プラスチック製品製造業及びゴム製品製造業並びに卸売業のうち各種商品卸売業、飲食料品卸売業、木材・竹材卸売業、農業用機械器
具卸売業及び家具・建具卸売業(地域未来投資促進法第26条に規定する総務省令による)

※２ 取得後１年以内に当該土地を敷地とする建物又は構築物の着手があったもの
※３ 2021(令和３)年４月１日以降に取得した土地で、取得後１年以内に当該土地を敷地とする建物の建設の着手があったもの

●「新設」「増設」「市外からの進出」とは
(1) 新設：次のいずれかの場合をいいます。

① 市内に事業場を有していない者が、市内に新たに事業場を設置する場合
② 市内に事業場を有する者が、異種の事業を行うため、新たに事業場を設置する場合

(2) 増設：次のいずれかの場合をいいます。
① 市内に事業場を有する者が、同種の事業を拡大するため、当該事業場を拡張し又は新しい事業場を設置する場合
② 市内に事業場を有する者が、生産能力を増加させる目的をもって、当該事業場に新たに設備を設置する場合

(3) 市外からの進出：市外に主たる事務所・事業所等を有する者が、市内に事業場を新設する場合をいいます。

●「新たに雇用される者」とは
(1) 「新たに雇用される者」は次の条件を満たす者をいいます。正規雇用以外でも、条件を満たす場合は「新たに雇用される者」となります。
① 常時雇用される者：労働基準法に定める労働者名簿の調製を要する者(補助金交付申請時に労働者名簿と雇用者保険証の写しにより確認)
② 釧路市の住民基本台帳に記録されている者
③ 次のいずれかに該当する者

※１ 「市外からの進出」の場合は、操業等開始の日に雇用されている者、又は操業等開始後３年以内に雇用される者で、引き続き１年を
超えて雇用され、かつ補助金の交付申請時に雇用されている者とします。

※２ 増設に伴って新たに雇用される者の人数を算定する場合、次のいずれかの人数が新たに雇用される者の人数を下回る場合は、これら

のうち最小の人数を「新たに雇用された者」の人数とみなします。

(2) 雇用助成における「特例」は、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 雇用前引き続き３年以上、釧路市の住民基本台帳に記録されている者
② 釧路市の住民基本台帳に記録されていた者で、市内において義務教育以上の課程を修了し、進学又は就職のため本市を転出した者で

あって、雇用時に満30歳未満の者

設備投資資金助成・雇用
助成に係る事業場の新設
(※１)

次のいずれかに該当する者で、引き続き１年を超えて雇用され、かつ補助金の交付申請時に雇用されている者
・当該事業場の操業等開始の日に雇用されている者
・当該事業場の操業等開始後３か月以内(コールセンターは９か月以内)に雇用される者

設備投資資金助成・雇用
助成に係る事業場の増設
(※２)

当該増設の着手日から、当該増設に係る操業等開始後３か月以内(コールセンターは９か月以内)に雇用される
者で、引き続き１年を超えて雇用され、かつ補助金の交付申請時に雇用されている者

事業所賃借料助成・通信
回線使用料助成に係る
コールセンターの新設

次のいずれかに該当する者で、引き続き３か月を超えて雇用され、かつ補助金の申請時に雇用されている者
・当該コールセンターの事業開始の日に雇用されている者
・当該コールセンターの事業開始後９か月以内に雇用される者

・補助金の交付申請時における市内の常用雇用者(引き続き１年を超えて雇用されている者)の人数から、当該増設に係る指定申請
前３年間における決算期ごとの市内の常用雇用者の人数のうち最大のものを引いた人数

・当該増設の着手日から補助金の交付申請時までの間に市内で新たに雇用される常用雇用者の人数から、当該期間中に市内で退
職・異動等により減少した人数を引いた人数

●助成金申請の流れ

企
業
の
皆
様

市

❷着手届
着手後速やかに

❸完成届
完了後速やかに

受 理 受 理 受 理 補助金交付

❺補助申請
要件を満たした以降、
最初の1月31日まで

❹操業等開始届
操業開始後速やかに

指 定

●
工
事
着
手

❶指定申請
着手前60日から着手後30日まで

●
工
事
完
了

●
操
業
開
始
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種類 対象業種・事業 対象地域 補助要件 区分 助成額※ 限度額 通算限度額

類型１

成
長
産
業
分
野

・自動車関連製造業
・宇宙・航空機関連製造業
・高機能素材・複合材料
関連製造業

・半導体関連産業

全道(札幌市除
く)
(植物工場は、
工業団地と工
場適地を対象
とする)

・投資額5億円以上
・雇用増20人以上

新設
投資額の

10％
15億円

20億円

増設
投資額の

5％
5億円

・電気・電子機器製造業
・医薬品製造業
・食関連産業 ・植物工場
・新エネルギー・脱炭素燃
料関連製造業

新設
投資額の

10％
10億円

13億円

増設
投資額の

5％
3億円

・新エネルギー供給業
※市町村支援の対象である
こと

・投資額10億円以上
・雇用増1人以上

新設
投資額の

5％
1億円

1億5千万円

増設
投資額の

2.5％
5千万円

・データセンター事業
(再生可能エネルギー活用
型)

・投資額20億円以上
・雇用増5人以上

新設
投資額の

10％
15億円

20億円

増設
投資額の

5％
5億円

・基盤技術産業
・投資額

2,500万円以上
・雇用増5人以上

新設
投資額の

10％
3億円 13億円

増設
投資額の

5％

・本社
機能移
転事業

設備投資
全道(札幌市を
除く)

・投資額1億円以上
・雇用増20人以上

新設
投資額の

10％
1億円 －

賃借 全道
・投資額要件なし
・雇用増20人以上

新設
1年間の賃料
1/2×3年間

1千万円/年 －

発
展
基
盤
施
設
分
野

・自然科学研究所
※成長産業分野に関連する
業種に限る

全道

・投資額10億円以上
・研究員5人以上

新設
投資額の

10％
10億円

13億円
・投資額5億円以上
・研究員5人以上

増設
投資額の

5％
3億円

・高度物流関連事業
※成長産業分野に関連する
事業に限る

全道(札幌市を
除く)

・投資額20億円以上
・雇用増20人以上

新設
投資額の

10％
5億円

6.5億円

増設
投資額の

5％
1.5億円

類型２

市
町
村
連
携
促
進
分
野

・製造業
・自然科学研究所
・高度物流関連事業
・データセンター事業
・IT産業(ソフトウェア業、
情報処理・提供サービス
業、インターネット付随
サービス業)

・コールセンター事業
・植物工場

※市町村が行う立地助成措
置の対象であること

特別対策地域
と地域未来投
資促進法適用
地域が重複す
る地域

・投資額
2,500万円以上

・雇用増3人以上

新設 投資額の8％

1億円 3億円
増設 投資額の4％

工業団地
(製造業又は植
物工場に限る)

・投資額5千万円以上
・雇用増3人以上

新設
投資額の

8％

増設
投資額の

4％

※環境配慮型工場に該当する場合はそれぞれ1％加算＜助成金＞(R7.4.1現在)
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北海道の支援制度（北海道産業振興条例に基づく支援）



①予算による支援措置（国が示す補助金の優先採択など)
②税制による支援措置（課税の特例など）
③金融による支援措置（政府系金融機関による金融支援など)

国が示す主な支援措置2

基本計画で設定している地域特性1

釧路市・白糠町は、地域未来投資促進法に基づく基本計画を策定し、国の同意を受けました。
国の同意を受けたことで、事業者が、この基本計画を踏まえた「地域経済牽引事業計画」を策定
し、北海道知事の承認を得ることで、国等の支援措置（国が示す補助金の活用、課税の特例、
金融支援など）を、それぞれの要件を満たすことで受けることができるようになります。

釧路市・白糠町の基本計画の概要と支援措置

①釧路白糠地域の水産物・生乳等の特産物を活用した食料品製造関連分野
②釧路白糠地域の「紙・パルプ産業」「機械・金属産業」等の集積を活用したものづくり関連分野
③釧路白糠地域のIT産業の集積を活用したIT関連産業分野
④釧路白糠地域の石炭等のエネルギー資源を活用した環境・エネルギー関連分野
⑤釧路白糠地域の阿寒摩周国立公園等の観光資源を活用した観光関連分野
⑥釧路白糠地域の食料品製造業の集積を活用した卸売・小売業関連分野
⑦釧路白糠地域の釧路港等の交通インフラを活用した物流関連分野

市の固定資産税の課税免除が
受けられる場合の一つに、こ
の「国の確認」を受けた場合
があります。(釧路市の優遇制
度「課税免除」参照）

各種支援措置を受けるには3

｢地域経済牽引事業計画」の承認及び「各種支援措置の要件を満たす」ことが必要です。
① 基本計画をふまえた「地域経済牽引事業計画」を事業者が策定し、北海道知事の承認を受ける。
(申請書の提出先：北海道経済部産業振興局産業振興課立地支援グループ)
② ①の承認を受けた後、各支援措置の要件を満たすことが必要です。(※)
※各支援措置の内容により、申請手続きや設備等取得のタイミングが異なります。
詳細は各支援措置の要件をご覧ください｡

※パンフレット発行後に更新していく情報については、下記ホームページなどでご確認ください。

助成制度等について 分譲地について

北海道工業団地ガイド(北海道HP)釧路市HP(企業立地に対する支援)

①地域経
済牽引事
業計画の
作成

北海道知事
への申請

北海道知事
の承認

②各支援
措置の申
請等(※)

設備等取得承認・決定
税務署

総合振興局
市町村 等
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地域未来投資促進法に基づく基本計画



釧路市 産業振興部 産業推進室

企業立地に関するお問い合わせ先

〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地
電 話：0154-31-4550 FAX：0154-22-8972
E-mail：sa-sangyousuishin@city.kushiro.lg.jp
HP：釧路市HP ＞ 産業・ビジネス・観光 ＞産業・企業支援

釧路市では

環境と調和した産業振興を目指しています

自然を活かした釧路の特色

観光資源が豊富！

海産物などの食べ物のほか、2つの国立公園や
夕日など、観光資源が豊富な点も魅力です。
釧路市の観光PR動画は右QRコードからご覧く
ださい。

地域資源を活かしたふるさと納税！

新鮮な海産物に加え、お肉や地酒など美味し
いもので溢れています。
釧路市のふるさと納税は右QRコードからご覧
ください。

（釧路市ふるさと納税特設サイト）

（釧路市観光PR動画）

釧路市は釧路湿原や広⼤な森林など、多彩で雄大な自然環境に恵まれており、

野生動植物が数多く生育生息し、⽣物多様性が維持されています。

生物多様性の恵みに⽀えられながら様々な産業が発展していることから、自然

と共生し、環境と調和した産業振興を目指しています。


